
IACS Common Structural Rules Knowledge Centre

油タンカー用共通構造規則

KCID
No.

関連
規則

種別 項目 完了日 質問 回答
添付
有無

142 1/1.1.1.1 CI 適用を受け
る貨物

2006/9/27 油タンカー用ＣＳＲの適用を受ける貨物の種類を説明され
たい。

１節1.1.1.1の条件に加え、油タンカー用CSR は、
MARPOL 73/78 Annex 1に定義される油をばら積輸送す
るための一体型タンクを有する油タンカーのみに適用さ
れ、FPSO, FSO及び独立タンクに油あるいは油製品を積
載する船舶は除かれます。

183 1/1.1.1 Question ＯＢＯへの
適用

2006/10/25 CSRタンカー規則はOBOに適用されるのか？（ID#142参
照）

OBOについては、CSRタンカー規則を適用しません。

279
attc 1/1.1.1 Question CSR の適

用
2006/11/13

CSRはVLCCと同様の形状を持ち中心倉/タンクにハッチ
開口を持つ鉱石兼用船(VLOO)に適用されるか？ 添付図
参照。

鉱石兼用船には、タンカー用またはばら積み貨物船用
CSRは適用されません。

有
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KCID
No.

関連
規則

種別 項目 完了日 質問 回答
添付
有無

438
attc

1/1.1.1.2,
2/3.1.7.1 &
1/1.1.1.1

Question 航路制限の
ない船舶

2009/11/2

以下に抜粋するタンカーCSR 1節1.1.1.1及び1節1.1.1.2
は、ばら積貨物船CSR 1章1節1.1.2で規定されるような、
航路制限のない船舶への適用について明確に規定してい
ない。本規則が国際航海に従事する（つまり、航路制限の
ない）船舶を前提としていることを推測できるのは、2節
3.1.7.1の『全世界を就航でき、……規則上の要求は、船
舶の設計寿命の間、北大西洋の波浪環境を航行する船舶
に基づくものとする。』の部分のみである。

添付資料「5.2-(CIP)共通解釈 2009年11月」をご参照くだ
さい。

有

『タンカーCSR
1節1.1.1.1
本編の規定は，2006 年4 月1 日以降に建造契約が行わ
れ，本会に登録される船の長さが150m 以上の二重船殻
油タンカーに適用する。船の長さは4 節1.1.1.1 による。
1節1.1.1.2
船の長さが150m 未満の二重船殻油タンカーに対しては，
一般に本編以外の本会の関連する規則を適用しなければ
ならない。

2節1.3.7　外部環境
2章3.1.7.1
全世界を就航でき、将来の運航形態の不確定さ及びそれ
に応じて遭遇すると考えられる波浪条件に対応するため、
設計評価において厳しい海象条件を適用する。規則上の
要求は、船舶の設計寿命の間、北大西洋の波浪環境を航
行する船舶に基づくものとする。』

ばら積貨物船CSR
『1章1節1.1.2
本編の規定は、船の長さL が90m 以上で、航路制限のな
い単船側構造及び二重船側構造のばら積貨物船の船体
構造に適用する。』
（次頁へ続く）
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KCID
No.

関連
規則

種別 項目 完了日 質問 回答
添付
有無

438
attc

1/1.1.1.2,
2/3.1.7.1 &
1/1.1.1.1

Question 航路制限の
ない船舶

2009/11/2

（前頁から続く）

Q1：タンカーCSR及びばら積貨物船CSRの適用の違い
は、L>150mの航路制限された二重船殻油タンカーをカ
バーするために、タンカーCSRに対して意図的に与えられ
たものか？
Q2：あるいは、現在、IACSにおいて、ばら積貨物船CSRと
調和するようタンカーCSRの修正を検討しているのか？

Q3：Q1について肯定するのであれば、油タンカーに対す
るCSR Notation は、航路制限の有無にかかわらず付与
されることになる。IACSではこの方針についてこれまでに
議論され、決定しているのか？
Q4：Q2について肯定するのであれば、CSRは、航路制限
のない油タンカー及びばら積み貨物船のみを想定してお
り、航路制限される船舶については視野に入れていないこ
とになる。従って、航路制限される船舶に適用される要件
については、各船級協会規則を参照することとなる。この
ように理解しているが、正しいかどうか確認されたい。

（前頁参照） 有
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No.

関連
規則

種別 項目 完了日 質問 回答
添付
有無

513 1/1.1.1.1 CI
シングルハ
ルタンカー
の改造

2007/8/28 シングルハルタンカーをダブルハルタンカーに改造した場
合、CSRに適合させる必要があるか。

シングルハルタンカーをダブルハルタンカーに改造する場
合、CSRは適用されません。
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KCID
No.

関連
規則

種別 項目 完了日 質問 回答
添付
有無

1節1.1.1.1の最初の文において『本規則は、2006 年4 月
1 日以降に建造契約が行われ、本会に登録される船の長
さ（L）が150m 以上の二重船殻油タンカーに適用する。』と
規定されている。しかし、タンカーCSRは、2節2.3.1.7に
『全世界を就航でき、将来の運航形態の不確定さ及びそ
れに応じて遭遇すると考えられる波浪条件に対応するた
め、設計評価において厳しい海象条件を適用する。規則
上の要求は、船舶の設計寿命の間，北大西洋の波浪環境
を航行する船舶に基づくものとする。』と規定されている通
り、北大西洋の波浪環境で航行するタンカーを対象に開
発されたため、航路制限のある船舶には適用されないは
ずである。

KC ID 438 の回答をご参照ください。

従って、1節1.1.1.1の最初の文はばら積貨物船CSR1章1
節1.1.2と一貫性も持たせるため、下記の通り修正すべき
である。
『本規則は、2006 年4 月1 日以降に建造契約が行われ、
本会に登録される船の長さ（L）が150m 以上で、航路制限
のない二重船殻油タンカーに適用する。』

2009/11/2562 1/1.1.1.1 RCP
航路制限の
ある船舶／
航路制限の
ない船舶
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